
都道府県 対象鳥獣 開始日 終了日 備考
鳥獣法による 9月15日 4月15日 西興部猟区のみ 

ニホンジカ 10月24日 3月28日
一部地域。区域により開始日、終了日が異なります。エゾシカ猟以
外の狩猟期間は、10月1日から1月31日までとなります。

11月15日 2月末日 全県
11月1日 3月15日 三陸地区五葉山猟区のみ

ニホンジカ 11月15日 2月末日 一部地域　
イノシシ 11月15日 3月15日 一部地域　わなのみ　銃器はとめさしのみ

茨城県 イノシシ 11月15日 3月15日 一部地域
ニホンジカ
イノシシ

群馬県 ニホンジカ 11月15日 2月末日 一部地域　
埼玉県 イノシシ 11月15日 3月15日 一部地域　わなのみ　
東京都 ニホンジカ 11月15日 2月末日 一部地域
神奈川県ニホンジカ 10月15日 3月15日 猟区のみ　山北町三保・世附猟区

イノシシ
ニホンジカ
キジ 本巣放鳥獣猟区のみ（開猟日制限あり）

石川県 イノシシ 11月15日 3月31日 全県　ただし3月1日から3月31日は箱ワナと銃器でのとめ刺しのみ
ニホンジカ
イノシシ

滋賀県 ニホンジカ 11月15日 3月15日 全県　10月正式決定
イノシシ 一部地域
ニホンジカ 一部地域

2月末日 淡路島のみ　
3月15日 全県（淡路島を除く）

イノシシ 全県　
ニホンジカ 全県（旧奈良市を除く）
イノシシ 全県　
ニホンジカ 全県　

鳥取県 イノシシ 11月1日 2月末日 全県
島根県 イノシシ 11月1日 2月末日 県全域（但し隠岐の島除く）

イノシシ 全県
ニホンジカ 一部地域
イノシシ 全県
ニホンジカ 島諸部除く
キジ 10月15日 3月15日 本郷放鳥獣猟区、大黒神島放鳥獣猟区のみ
イノシシ 全県
ニホンジカ 一部地域
イノシシ 全県
ニホンジカ 一部地域

香川県 イノシシ 11月15日 3月15日 全県（小豆島除く）
イノシシ 全県
ニホンジカ 一部地域
イノシシ
ニホンジカ
イノシシ
ニホンジカ

イノシシ 10月15日 3月31日
全県（はこわな使用及びとめさしするための銃器使用に限る）
※4月15日まで延長される可能性がある。

イノシシ 11月15日 3月15日 全県
イノシシ 11月1日 3月31日 全県（はこわな使用及びとめさしするための銃器使用に限る）
イノシシ 11月15日 3月15日 一部地域
ニホンジカ 11月15日 3月15日 一部地域
ニホンジカ 11月15日 3月15日 一部地域
イノシシ 11月15日 3月15日 全県
イノシシ 11月1日 3月15日 全県
ニホンジカ 11月1日 3月15日 全県（ニホンジカは、1日の捕獲制限なし）
ニホンジカ 一部地域
イノシシ 一部地域
ニホンジカ
イノシシ

全県　わなのみ　銃器によるとめさしは可能 

11月15日 3月15日

3月15日11月1日

3月15日

岡山県 2月末日

11月15日 2月末日

11月1日

広島県

11月15日

平成２１年度猟期延長について

全県　10月正式決定
山梨県

11月15日 3月15日 一部地域

北海道

栃木県

岩手県 ニホンジカ

大分県

福岡県

佐賀県

山口県

徳島県

愛媛県

熊本県

長崎県

全県3月15日11月15日

11月15日 3月15日

11月15日 3月15日

全県11月15日 3月15日

宮城県

高知県

和歌山県

兵庫県

奈良県

宮崎県 11月15日 3月15日

※予定の県がありますので、詳細は各都道府県にご確認下さるようお願いします。

鹿児島県 11月15日 3月15日 一部地域 

11月15日 3月15日

大阪府 11月15日 3月15日

3月15日

11月15日ニホンジカ

11月15日長野県


